
今年も「新型コロナウイルス」の流行でいろいろな制限がある中，皆さんは日々感染予防に頑張って

きましたね。ようやく感染者も減少してきましたが，年末年始で人が動く時期はリバウンドが心配され

ます。この冬も一人一人が気を緩めず，引き続き感染予防に取り組んで行きましょう。（別紙参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害共済給付手続きについて ～「医療費助成制度地域」も対象になります。～ 

学校内（授業中・部活動中・休憩中）や登校，下校時の『学校管理下でのケガ』に対しては， 

災害共済の手続きが可能です。自己負担の額に関係なく，医療費の点数が合計５００点以上の場合 

が対象になります。〔「医療費助成制度」により，病院等での支払いが免除されている地域でも災害共

済の手続きは可能です。ただし，地域によってはその対応が異なる場合もありますので，居住区のホ

ームページ等で確認をお願いします。〕学校管理下でケガをした場合（特に冬休み中の部活動におい

て）は，保健室にケガの報告と，手続きの相談をしてください。 

注意）書類の提出がまだ済んでいない生徒がおります。冬休み明けに忘れずに提出をお願いします。 

 

  冬休み中に病気の治療をしよう！ 
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★学校検診の結果、専門医での受診が必要な生徒には『受診勧告書【視力・歯科】』を配布して

いましたが、まだ報告書を提出していない人がたくさんみられます。特に、先月「歯科受診状

況調査」を実施しましたが、今後受診予定という人がかなり多くいました。冬休みは普段時間

が取れない人にとって「むし歯」治療や「視力」その他の検査を受けるのによい機会でもあり

ます。特に３年生のみなさんは、就職、進学すると時間がとれなくなってしまうので、今のう

ちに気になる症状がある場合は、病院でみてもらいましょう。 

（年末年始は病院も込み合いますので、事前に確認しておくといいですね。） 

 


